
仕様書（案） 

１ 委託業務名 

広島市介護予防・日常生活支援総合事業における短期集中予防支援訪問サービス業務 

 

２ 目的 

広島市介護予防・日常生活支援総合事業（以下「広島市総合事業」という。）において、要支

援認定者及び基本チェックリストに該当した第１号被保険者（以下「要支援認定者等」という。）

に対し、専門職が居宅を訪問し、生活機能上の問題・課題及びその背景・原因を把握・評価し、

心身の状況や生活環境に応じた日常生活動作、生活機能の改善に向けた相談支援を短期間集中

的に行うことで、サービス利用者が要介護状態等になることを予防するとともに、自ら継続し

て介護予防に取り組み、介護保険サービスを利用しなくても地域で自立した生活が維持できる

ようにすることを目的とする。 

 

３ 対象者 

⑴ 要支援認定者であって、地域包括支援センター、地域包括支援センターから委託を受けた

居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者の指定を受けた居宅介護支援事業者（以下「地

域包括支援センター等」という。）による介護予防支援の結果、短期集中予防支援訪問サービ

スの利用が必要と認められたもの 

⑵ 要支援認定者であって、地域包括支援センター又は地域包括支援センターから委託を受け

た居宅介護支援事業者による介護予防ケアマネジメントの結果、短期集中予防支援訪問サー

ビスの利用が必要と認められたもの 

⑶ 基本チェックリストに該当した第 1 号被保険者であって、地域包括支援センターによる介

護予防ケアマネジメントの結果、短期集中予防支援訪問サービスの利用が必要と認められた

もの 

 

４ サービス提供場所 

利用者の居宅とする。 

 

５ 業務の実施要件 

⑴ 実施主体 

本業務の実施主体は、医療機関、指定介護事業者その他の事業者であって、リハビリテー

ション専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）又は管理栄養士（以下「専門職」とい

う。）を配置しているものとする。 

⑵ サービス提供従事者に関する基準 

雇用関係にある従業員等、受注者の指揮監督の下にある専門職を利用者の居宅に派遣し、

以下のとおり、必要な支援内容に応じたサービスを提供するものとする。 

 

 

 



【専門職の職種に応じた支援内容】 

区 分 
リハビリテーション専門職 

管理栄養士 
理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 

① 運動器の機能向上 ○ ○ × × 

② 生活環境改善 ○ ○ × ○ 

③ 口腔機能向上 × × ○ × 

④ コミュニケーション力改善 × × ○ × 

⑤ 栄養改善 × × × ○ 

⑥ その他 ○ ○ ○ ○ 

 

⑶ その他の基準 

ア 衛生管理等 

サービス提供従事者の清潔保持及び健康管理のための対策を講じるとともに、委託業務

に係る施設、設備、備品等の衛生的な管理や感染症の発生及びまん延防止に努めること。 

イ 秘密保持等 

サービス提供従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た

利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。 

ウ 事故発生時の対応等 

(ｱ) 事故発生時の対応に備え、安全管理マニュアルを整備するとともに、傷害保険や賠償

責任保険に加入すること。 

(ｲ) サービス提供により事故が発生した場合は、発注者、当該利用者の家族、当該利用者

に係る介護予防ケアマネジメント又は介護予防支援を行う地域包括支援センター等に連

絡するとともに、必要な措置を講じること。 

(ｳ) (ｲ)の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録すること。 

(ｴ) サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。 

 

６ 業務内容 

サービス内容は、利用者の居宅生活における生活機能の課題と必要な支援に応じ、自立度を

高めるための相談支援を次のとおり行うものとする。 

⑴ 運動器の機能向上 

ＡＤＬ、ＩＡＤＬといった日常生活における動作の改善に向けた適切な運動や、動作の工

夫に関する助言、指導 

⑵ 生活環境改善 

自宅内・自宅周囲の動線や、自宅内の生活環境改善に関する助言、指導 

⑶ 口腔機能向上 

摂食・嚥下に関する動作改善に向けた助言、指導 

⑷ コミュニケーション力の改善 

主に発声・発語の機能低下によるコミュニケーション力低下に伴う「うつ傾向」の改善に

向けた助言、指導 

 



⑸ 栄養改善 

低栄養予防のための効果的な栄養摂取など食生活の改善に関する助言、指導 

⑹ その他 

⑴～⑸のほか、居宅生活の自立度を高めるために専門職が行うにふさわしい助言、指導 

 

７ 実施手順 

本業務によるサービス提供は、次の手順で実施する。 

⑴ 事前調整 

地域包括支援センター等からサービス提供の依頼があった場合、派遣する人員の余力や支

援内容、利用予定者の心身の状況、サービス提供上の留意点等を踏まえ、派遣する専門職の

職種やサービス提供の開始予定時期、実施期間等を調整する。 

⑵ サービス担当者会議 

利用者、利用者の家族、地域包括支援センター等の担当ケアマネジャー、サービス提供事

業者等で行うサービス担当者会議に出席し、利用者の心身の状況や改善可能性、課題等につ

いての共有を図るとともに、効果的なサービス提供とするための調整を行う。なお、サービ

ス担当者会議の開催は、利用者が広島市介護予防ケアマネジメント事業実施要綱（以下「介

護予防ケアマネジメント事業実施要綱」という。）第６条第２号に規定する「ケアマネジメン

トＢ」によりサービスを利用する場合に限り、地域包括支援センター等との連絡調整や打合

せなどサービス担当者会議に類するものとして利用者の情報や援助の方針等を共有すること

で実施したものとみなすことができるものとする。 

⑶ 利用契約の締結 

受注者は、サービス提供に先立って利用者との間で利用契約を締結するものとする。 

⑷ 事前アセスメント 

サービス提供に際して考慮すべきリスクや利用者等のニーズ、居宅生活における生活機能

の状況等を把握するため、専門職は、地域包括支援センター等が作成した「利用者基本情報」、

「基本チェックリスト」、「広島市版アセスメントシート」及び「介護予防サービス・支援計

画書（以下「ケアプラン」という。利用者がケアマネジメントＢによりサービスを利用する

場合は作成されない。）」等を参考に、サービス提供の初日に事前アセスメントを行う。 

⑸ 個別サービス計画の作成 

ア 専門職は、事前アセスメントの結果を踏まえ、専門職の訪問時に実施する「専門的プロ

グラム」と、利用者のみで実施する「セルフケアプログラム」を盛り込んだ個別サービス

計画（案）を作成し、サービス提供による効果等とあわせて、当該個別サービス計画の対

象となる利用者等に分かりやすく説明し同意を得る。 

イ 個別サービス計画について利用者の同意を得た後は、速やかに地域包括支援センター等

に提出するものとし、地域包括支援センター等から個別サービス計画の内容に関して助言

等を得た際は、必要に応じて当該計画を修正する。 

⑹ サービスの提供 

ア 必要な支援内容に応じて、個別サービス計画に基づき、専門職が居宅における相談支援

のサービスを提供するとともに、その経過を記録する。 

イ サービス提供時には、毎回、利用者の取組状況や生活機能の改善状況等をモニタリング



し、個別サービス計画に実施上の問題点があれば、直ちに当該計画を修正する。 

ウ サービス提供期間中は、サービス提供期間終了後を見据え、地域包括支援センター等と

連携して、サービス終了後の機能維持のための方策を検討し、利用者に対し必要な助言を

行う。 

エ サービス提供期間中に、利用者の状況の変化があれば、直ちに地域包括支援センター等

に相談する。 

⑺ 事後アセスメント・評価の実施 

ア 専門職は、サービスの最終実施日に事後アセスメントを行い、目標の達成度、居宅にお

ける生活機能及び関連するＱＯＬの変化等を記録して評価を行うとともに、評価結果を踏

まえ、その後の支援方針について地域包括支援センター等と連携して検討を行うものとし、

生活機能等が改善したことにより、介護予防ケアマネジメント事業実施要綱第６条第４号

に規定する「卒業に関するケアマネジメント」が実施された場合は、卒業加算を算定する

ものとする。 

イ 居宅における生活機能及び関連するＱＯＬの変化については、以下のとおり評価を行う。 

(ｱ) 栄養改善を除く支援については、心身機能や、ＡＤＬ、ＩＡＤＬの改善状況により評

価する。 

(ｲ) 栄養改善については、体重増加又は減少、ＢＭＩ、食事摂取状況により評価する。 

ウ 事後アセスメント等の結果は、「短期集中予防支援訪問サービス実施報告書」により、速

やかに地域包括支援センター等に提出するものとする。 

 

８ サービス提供期間等 

サービス提供期間等は、地域包括支援センター等が作成するケアプラン等を踏まえて決定し、

次のとおりとする。 

⑴ サービス提供開始日から３か月間、おおむね２週間ごとに１回とし、１回当たりの提供時

間は、３０分又は６０分とする。 

⑵ 前項の規定にかかわらず、７⑺により受注者が実施する評価並びに地域包括支援センター

等が実施するアセスメント及び評価において必要と認められる場合は、２クール目としてさ

らに３か月間の利用ができるものとする。ただし、１年度内の利用の上限は、最大２クール

までとする。 

 

９ 利用者負担金 

受注者は、生活保護法による介護扶助を受けている者を除き、次のとおり利用者からサービ

ス利用に係る自己負担金を徴収するものとする。徴収の時期は、原則として月末又は翌月初め

とし、受注者が定める。 

区 分 サービス提供時間 利用者負担金額 

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 
３０分   ５８０円  

６０分 １，１６０円  

管理栄養士 
３０分  ５７０円  

６０分  １，１４０円  

 



10 キャンセル料 

受注者は、利用者からのキャンセルの連絡が利用予定日の 3 日前までになかった場合には、

キャンセル料として、次の額を利用者から徴収することができる。 

区 分 サービス提供時間 利用者負担金額 

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 
３０分  １，１６０円  

６０分   ２，３２０円  

管理栄養士 
３０分  １，１４０円  

６０分  ２，２８０円  

 

 

11 実績報告書等の提出 

⑴ 受注者は、サービス提供を行った月（卒業加算を算定する場合にあっては、地域包括支援

センター等からケアマネジメント結果票の写しの提供を受けた月）の翌月１０日まで（ただ

し、３月分については３月３１日まで）に、以下のとおり実績報告書等を発注者（広島市健

康福祉局高齢福祉部地域包括ケア推進課）に提出し、検査を受けるものとする。 

ア 短期集中予防支援訪問サービス実績報告書 

イ 短期集中予防支援訪問サービス利用状況（利用明細） 

ウ 卒業加算を算定する場合にあっては、ケアマネジメント結果票の写し 

⑵ 発注者が前項の検査を実施し、内容が適正であると承認した場合は、受注者は、発注者に

対し委託料を請求することができる。 

⑶ 発注者は、前項の請求を受けた日から３０日以内に委託料を支払うものとする。 

 

12 その他の留意事項 

⑴ 受注者は、本仕様書のほか、業務の実施に当たり、法令、広島市総合事業実施要綱、広島

市短期集中型サービス実施要綱その他の規程を遵守すること。 

⑵ 受注者は、サービスの提供に係る記録を整備し、その完結の日から５年間保存すること。 

⑶ サービス提供に当たっては、「広島市短期集中型サービス実施事務マニュアル」に則ると

ともに、「介護予防マニュアル【第４版】(株式会社野村総合研究所発行)」及び「自立支援

のための短期集中予防サービス実践トレーニングマニュアル（平成３１年３月広島県作成）」

を活用し、一定の期間内に集中的にサービスを行うことで、短期間で生活機能の向上（自立

度を高めること）を目指すこと。 

⑷ サービス担当者会議などで、地域包括支援センター等や他のサービス提供事業者とケアプ

ランの目標等を共有し、目標に即した効果的なサービスを提供すること。 

⑸ 派遣する専門職は、サービス提供の時間内はその職務に専念すること。 

⑹ 派遣する専門職は、身分を証する書類を携行し、利用者又はその家族から求められたとき

は、これを提示すること。 

⑺ 必要に応じて他の訪問サービス提供者（ヘルパー等）と同行することにより、助言・指導

内容の共有を図り、居宅生活における自立支援の効果を高めること。 

⑻ 利用者が通所サービス（介護予防通所リハビリテーション、広島市総合事業における１日

型デイサービス、短時間型デイサービス又は短期集中運動型デイサービス）を併用している



場合は、受注者によるサービス実施の効果をより高めるため、通所サービス提供事業者と連

携すること。 

⑼ 事後アセスメント・評価に係る地域包括支援センター等への報告内容から、サービス提供

による機能改善効果が低いと認められる場合は、実施内容の変更を求める場合がある。 

⑽ 受注者は、本委託業務によるサービス提供内容を変更し、又は、サービスを廃止し又は休

止しようとするときは、その変更、廃止又は休止の日の１か月前までに、次に掲げる事項を

発注者に届け出るものとする。 

ア 変更、廃止又は休止しようとする年月日 

イ 変更、廃止又は休止しようとする理由 

ウ 現にサービスを利用している者に対する措置 

エ 変更しようとする場合にあっては、変更の内容 

オ 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 

⑾ 受注者は、前項の規定によるサービスの廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日

前１月以内に本委託業務によるサービス提供を受けていた者であって、当該サービスの廃止

又は休止の日以後においても引き続き本委託業務に相当するサービスの提供を希望する者

に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、地域包括支援センター等その他関係

者との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。 

 

13 その他 

この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて双方協議して、これを定めることと

する。 

 


